
 広島県子ども・子育て審議会における 幼保連携型認定こども園審議部会の設置について（案）  働く女性応援 PT １ 趣旨   子ども・子育て支援新制度が平成 27年 4月からスタートし，新たな幼保連携型認定こども園が創設される。平成 27年 4月 1日以降に新規に開設する幼保連携型認定こども園については，県に合議制の機関を置き審議することとされており，県子ども・子育て審議会に幼保連携型認定こども園審議部会を新設する。 
 ２ 幼保連携型認定こども園審議部会の内容 （1） 設置目的 改正後認定こども園法第 25条の規定に基づき，幼保連携型認定こども園審議部会を設置し，幼保 連携型認定こども園に係る設置・廃止等の認可（又はその取消し）や事業停止等について審議する。（広島市及び福山市を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

  （2） 部会構成員案    
 役職名等 氏名 摘要 部会長 広島大学大学院教育学研究科教授 七木田 敦 学識経験者 委員 特定非営利法人全国認定こども園協会中四国地区理事 難波 元實 認定こども園代表 委員 広島県保育連盟連合会会長 小川 益丸 保育所代表 委員 公益財団法人広島県私立幼稚園連盟理事長 米川 晃 幼稚園代表 委員 呉市長 小村 和年 行政代表 委員 広島県 PTA連合会母親代表 向井 恵美 利用者代表  ３ スケジュール 区分 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 幼保連携型認定こども園基準の制定 ●6/4基準案を市町説明 市町に意見文書照会（意見なし）     ●ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ（7/29まで）             ●9月議会条例改正議案上程 広島県子ども・子育て 審議会本会議   ●8/1審議会    ・認定こども園部会の設置    ・基準条例案の審議 幼保連携型認定こども園審議部会                     ●基準条例に基づく       ●施設設置認可審議                      審議方法の検討           

 

【根拠】 就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律【改正後認定こども園法】  第 25条  第 17条第 3項（設置等の認可），第 21条第 2項（事業の停止命令），第 22条第 2項（認可の取消し）の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため，都道府県に，条例で幼保連携型認定こども園に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。 
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